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【有料広告欄】　　「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申し込み先　総務課広報男女参画係☎51 6702

通所
リハ

MAIL：jimu-towada@sg-miyagikai.or.jp HP：http://sgtowada.blog36.fc2.com/
TEL

《お気軽にご相談ください》
十和田ひまわり基金法律事務所《青森県弁護士会所属》弁護士 橋本明広
十和田市西三番町１番４２号　ＮＴＴビル２階

取扱業務
民事全般、不動産、離婚、相続、成年後見、債務整理、会社関係、刑事
（上記以外の事件も取り扱っています。）
相談料　初回 60分　5,250 円（税込）
（個人の多重債務相談は無料です。）
相談は電話又は来所による予約制です。

http://www.towada-himawari.com
☎0176（21）5162（受付時間　平日９時～ 17時 30 分）

とき

ところ
※

問

施設名 休日 問い合わせ先

市役所
中央病院
中央公民館
南公民館
東公民館

十和田湖公民館
沢田悠学館
市民図書館
市民の家

市民文化センター
市総合体育センター

ごみ処理施設

●年末年始の業務案内●

■市役所

■中央病院
　

市役所など市の施設は、12月29日㈯～平成25年１月３日㈭まで、業務を休みます。

主 な 施 設 の 休 日
燃えるごみの収集は次のとおりです。
収集日以外はごみを出さないでください。

※１月の収集日にご注意ください

■家庭ごみの収集日程

問

■し尿のくみ取りのお申し込みは　
　お早めに

問
12 月７日㈮

とき
ところ

定員

12 月の市議会一般質問を
　　　　　　日曜日に開催します！  市議会

初の試み！

問

（仮称）市民交流プラザおよび
（仮称）教育プラザ市民説明会


